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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 10月 20日 (2004.10.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 と 、 各 臨 床 検 査
装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る サ ー バ と 、 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ ネ ッ ト ワ ー
ク を 介 し て サ ー バ と 接 続 さ れ る 端 末 と を 備 え 、 各 臨 床 検 査 装 置 は 施 設 又 は グ ル ー プ 毎 の 属
性 を 有 し 、 サ ー バ は 同 一 属 性 の 臨 床 検 査 装 置 の 異 常 の 有 無 を 端 末 の 同 一 画 面 で 閲 覧 可 能 な
一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る 臨 床 検 査 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 と 、 基 準 の 臨 床
検 査 装 置 と 、 各 臨 床 検 査 装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る サ ー バ と 、 各 臨 床 検 査 装
置 に 付 設 さ れ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て サ ー バ と 接 続 さ れ る 端 末 と を 備 え 、

各 臨 床 検 査 装 置 か ら の 前 記 測
定 結 果 を 順 次 集 計 お よ び 記 憶 し 、 か つ 、 精 度 管 理 用 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過 後 に 施 設 又 は グ
ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 と 基 準 の 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 を
比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る 臨 床 検 査 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 と 、 各 臨 床 検 査
装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る サ ー バ と 、 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ ネ ッ ト ワ ー
ク を 介 し て サ ー バ と 接 続 さ れ る 端 末 と を 備 え 、

各 臨 床 検 査 装 置 か ら の 前 記 測 定 結 果 を 順 次 集 計 及 び 記
憶 し 、 か つ 、 精 度 管 理 用 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過 後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検
査 装 置 か ら の 測 定 結 果 と 各 臨 床 検 査 装 置 の 集 計 結 果 を 比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す
る こ と を 特 徴 と す る 臨 床 検 査 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】

サ ー バ は 、 臨 床 検
査 装 置 に よ る 制 度 管 理 用 検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た

サ ー バ は 、 臨 床 検 査 装 置 に よ る 精 度 管 理 用
検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た

１ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ た 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 、 及 び 各 臨 床 検
査 装 置 に 付 設 さ れ た 端 末 の 夫 々 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て お り 、 施 設 又 は グ ル ー
プ 毎 に 各 臨 床 検 査 装 置 の 属 性 が 定 め ら れ て お り 、 同 一 属 性 の 臨 床 検 査 装 置 の 異 常 の 有 無 を
端 末 の 同 一 画 面 で 閲 覧 可 能 な 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る サ ー バ 。



　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】 こ の 発 明 は 、 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置
さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 と 、 各 臨 床 検 査 装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る サ ー バ
と 、 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て サ ー バ と 接 続 さ れ る 端 末 と を 備 え 、
各 臨 床 検 査 装 置 は 施 設 又 は グ ル ー プ 毎 の 属 性 を 有 し 、 サ ー バ は 同 一 属 性 の 臨 床 検 査 装 置 の
異 常 の 有 無 を 端 末 の 同 一 画 面 で 閲 覧 可 能 な 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る 臨 床 検 査 シ
ス テ ム を 提 供 す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
ま た 、 こ の 発 明 は 、 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装
置 と 、 基 準 の 臨 床 検 査 装 置 と 、 各 臨 床 検 査 装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る サ ー バ
と 、 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て サ ー バ と 接 続 さ れ る 端 末 と を 備 え 、

各 臨 床 検 査
装 置 か ら の 前 記 測 定 結 果 を 順 次 集 計 お よ び 記 憶 し 、 か つ 、 精 度 管 理 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過
後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 と 基 準 の 臨 床 検 査 装 置 か
ら の 測 定 結 果 を 比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る 臨 床 検 査 シ ス テ ム
を 提 供 す る も の で あ る 。 さ ら に こ の 発 明 は 、 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置
さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 と 、 各 臨 床 検 査 装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る サ ー バ
と 、 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て サ ー バ と 接 続 さ れ る 端 末 と を 備 え 、

各 臨 床 検 査
装 置 か ら の 前 記 測 定 結 果 を 順 次 集 計 及 び 記 憶 し 、 か つ 、 精 度 管 理 用 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過
後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 と 各 臨 床 検 査 装 置 の 集 計
結 果 を 比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る 臨 床 検 査 シ ス テ ム を 提 供 す
る も の で あ る 。

(2) JP 2003-166988 A5 2005.6.30

１ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 、 基 準 の 臨 床 検
査 装 置 、 及 び 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ た 端 末 の 夫 々 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て
お り 、 臨 床 検 査 装 置 に よ る 精 度 管 理 用 検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た 前 記 測 定 結 果 を
順 次 集 計 お よ び 記 憶 し 、 か つ 、 精 度 管 理 用 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過 後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に
設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 と 基 準 の 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 を 比 較 す る
た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る サ ー バ 。

１ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 、 及 び 各 臨 床 検
査 装 置 に 付 設 さ れ た 端 末 の 夫 々 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て お り 、 臨 床 検 査 装 置 に
よ る 精 度 管 理 用 検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た 前 記 測 定 結 果 を 順 次 集 計 及 び 記 憶 し 、
か つ 、 精 度 管 理 用 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過 後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置
か ら の 測 定 結 果 と 各 臨 床 検 査 装 置 の 集 計 結 果 を 比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ と
を 特 徴 と す る サ ー バ 。

、 及 び そ れ に 使 用 さ れ る サ ー バ

サ ー バ は 、 臨 床 検 査 装 置 に よ る 制 度 管 理 用 検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た

サ ー バ は 、 臨 床 検 査 装 置 に よ る 精 度 管 理 用 検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た

ま た 、 こ の 発 明 は 、 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ た 複
数 の 臨 床 検 査 装 置 、 及 び 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ た 端 末 の 夫 々 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て
接 続 さ れ て お り 、 施 設 又 は グ ル ー プ 毎 に 各 臨 床 検 査 装 置 の 属 性 が 定 め ら れ て お り 、 同 一 属
性 の 臨 床 検 査 装 置 の 異 常 の 有 無 を 端 末 の 同 一 画 面 で 閲 覧 可 能 な 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特
徴 と す る サ ー バ を 提 供 す る も の で あ る 。 ま た 、 こ の 発 明 は 、 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル ー プ の
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複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 、 基 準 の 臨 床 検 査 装 置 、 及 び 各 臨 床 検 査 装 置 に
付 設 さ れ た 端 末 の 夫 々 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て お り 、 臨 床 検 査 装 置 に よ る 精 度
管 理 用 検 体 の 測 定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た 前 記 測 定 結 果 を 順 次 集 計 お よ び 記 憶 し 、 か つ 、
精 度 管 理 用 検 体 の 有 効 期 限 の 経 過 後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置 か ら の
測 定 結 果 と 基 準 の 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 を 比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ
と を 特 徴 と す る サ ー バ を 提 供 す る も の で あ る 。 ま た 、 こ の 発 明 は 、 １ つ の 施 設 又 は １ グ ル
ー プ の 複 数 施 設 に 設 置 さ れ る 複 数 の 臨 床 検 査 装 置 、 及 び 各 臨 床 検 査 装 置 に 付 設 さ れ た 端 末
の 夫 々 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て お り 、 臨 床 検 査 装 置 に よ る 精 度 管 理 用 検 体 の 測
定 結 果 を 受 信 し 、 受 信 し た 前 記 測 定 結 果 を 順 次 集 計 及 び 記 憶 し 、 か つ 、 精 度 管 理 用 検 体 の
有 効 期 限 の 経 過 後 に 施 設 又 は グ ル ー プ に 設 置 さ れ た 臨 床 検 査 装 置 か ら の 測 定 結 果 と 各 臨 床
検 査 装 置 の 集 計 結 果 を 比 較 す る た め の 集 計 一 覧 表 を 作 成 す る こ と を 特 徴 と す る サ ー バ を 提
供 す る も の で あ る 。
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